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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示可能な表示部を備えた表示装置であって、
　所定の視野領域から光を集光するレンズ部を有し、被写体を撮像して該被写体の画像デ
ータを生成する撮像部と、
　ＧＰＳ信号を受信するＧＰＳ信号受信部と、
　前記ＧＰＳ信号受信部が受信したＧＰＳ信号を用いて当該表示装置の位置および高度を
定期的に測定する測位部と、
　水平面を基準としたときの当該表示装置の姿勢を検出する姿勢検出部と、
　前記レンズ部の光軸が向いている方位を検出する方位検出部と、
　前記測位部が異なる２つの時刻に測定した位置に基づいて、撮像時の当該表示装置の位
置を算出するとともに、この算出結果と、前記撮像部が前記被写体を撮像した撮像時に前
記測位部が測定した当該表示装置の高度と、前記姿勢検出部が検出した検出結果と、前記
方位検出部が検出した検出結果とを用いて前記被写体の位置を算出する位置算出部と、
　複数のランドマークの位置および名称に関する情報を記憶するランドマーク情報記憶部
と、
　前記位置算出部が算出した前記被写体の位置に対応するランドマークを前記ランドマー
ク情報記憶部から検索する検索部と、
　前記検索部が検索して取得したランドマークの名称に関する情報を前記画像データに対
応する画像に合成した合成画像データを生成する画像合成部と、
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　当該表示装置が移動しながら前記撮像部が前記被写体を撮像した場合、前記画像合成部
が生成した前記合成画像データに対応する合成画像を前記表示部に表示させる表示制御部
と、
　を備えたことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　撮影指示信号を入力可能な操作入力部を備え、
　前記画像合成部が合成に用いる前記画像は、前記撮像部が生成する前記画像データに対
応してリアルタイムで前記表示部に表示されるスルー画像または前記操作入力部による撮
影指示信号の入力に応じて前記撮像部が生成した前記画像データに対応する画像であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記姿勢検出部は、前記レンズ部の光軸の方向と前記レンズ部の中心位置を通過する水
平面とがなす傾斜角度を検出することを特徴とする請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　地図を含む地図情報を記憶する地図情報記憶部と、
　前記姿勢検出部が検出した結果に基づいて、当該表示装置が前記地図上の当該表示装置
の位置を表示する位置表示姿勢をとっているか否かを少なくとも判定する姿勢判定部と、
　をさらに備え、
　前記画像合成部は、
　前記姿勢判定部が判定した結果、当該表示装置が位置表示姿勢をとっている場合、前記
地図情報記憶部が記憶する地図情報に基づいて、当該表示装置の位置を含む領域の地図お
よび該地図上の当該表示装置の位置を示す画像を合成することによって前記合成画像デー
タを生成することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項５】
　所定の視野領域から光を集光するレンズ部を有し、被写体を撮像して該被写体の画像デ
ータを生成する撮像部を備え、前記撮像部が生成した前記画像データに対応する画像を表
示可能な表示装置に、
　ＧＰＳ信号を受信するＧＰＳ信号受信ステップと、
　前記ＧＰＳ信号受信ステップで受信したＧＰＳ信号を用いて当該表示装置の位置および
高度を定期的に測定する測位ステップと、
　水平面を基準としたときの当該表示装置の姿勢を検出する姿勢検出ステップと、
　前記レンズ部の光軸が向いている方位を検出する方位検出ステップと、
　前記測位ステップで異なる２つの時刻に測定した位置に基づいて、撮像時の当該表示装
置の位置を算出するとともに、この算出結果と、前記撮像部が前記被写体を撮像した撮像
時に前記測位ステップにおいて測定した当該表示装置の高度と、前記姿勢検出ステップに
おいて検出した検出結果と、前記方位検出ステップにおいて検出した検出結果とを用いて
前記被写体の位置を算出する位置算出ステップと、
　前記位置算出ステップで算出した前記被写体の位置に対応するランドマークを、複数の
ランドマークの位置および名称に関する情報を記憶するランドマーク情報記憶部から検索
する検索ステップと、
　前記検索ステップで検索して取得したランドマークの名称に関する情報を前記画像デー
タに対応する画像に合成した合成画像データを生成する画像合成ステップと、
　当該表示装置が移動しながら前記撮像部が前記被写体を撮像した場合、前記画像合成ス
テップで生成した前記合成画像データに対応する合成画像を表示する表示ステップと、
　を実行させることを特徴とする表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を表示可能な表示装置および表示プログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、撮影した画像に対し、測位によって取得した位置情報に対応する地名等を記憶す
るカメラが知られている。このようなカメラとして、ＧＰＳ（Global Positioning Syste
m）の測位処理を撮像と並行して行いながら被写体の位置に対応する地名等の名称を抽出
し、この抽出した名称を被写体に重ねて表示する技術が開示されている（例えば、特許文
献１を参照）。この技術では、カメラがＧＰＳの測位処理によってカメラ位置を取得する
とともに、被写体の測距および方位計測を行い、これらの量をもとに被写体の位置を算出
する。その後、カメラは、算出した被写体の位置を用いてデータベースを検索し、撮影時
のズーム値に応じた名称を抽出して撮影画像とともに表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１６９１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来技術は、ユーザが静止した状態で撮影を行うことが前提と
なっていた。このため、ユーザが飛行機や船などの乗り物に乗って移動しながら撮像を行
う場合、被写体の情報などの画像に関連する情報を表示することができなかった。
【０００５】
　より一般に、従来の技術では、移動しながらその移動状況に応じた画像を表示する際に
、表示する画像に関連する情報を抽出して表示することができなかった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、移動しながらその移動状況に応じた画
像を表示する際に、表示する画像に関連する情報を抽出して表示することができる表示装
置および表示プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る表示装置は、画像を表示
可能な表示部を備えた表示装置であって、当該表示装置の位置を定期的に測定する測位部
と、前記測位部が異なる２つの時刻に測定した位置を用いて当該表示装置の所定時刻にお
ける位置を算出する位置算出部と、前記位置算出部が算出した位置に応じた情報を該情報
と対応する画像に合成する画像合成部と、前記画像合成部が合成した合成画像を前記表示
部に表示させる表示制御部と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る表示装置は、上記発明において、複数のＧＰＳ衛星によって送信さ
れるＧＰＳ信号を受信するＧＰＳ信号受信部をさらに備え、前記測位部は、前記ＧＰＳ信
号受信部が受信したＧＰＳ信号を用いて当該表示装置の位置を測定することを特徴とする
。
【０００９】
　また、本発明に係る表示装置は、上記発明において、被写体を撮像して該被写体の画像
データを生成する撮像部をさらに備え、前記位置算出部は、前記測位部が異なる２つの時
刻に測定した位置を用いて撮像時の当該表示装置の位置を算出するとともに、この算出結
果を用いて前記被写体の位置を算出し、前記画像合成部は、前記位置算出部が算出した前
記被写体の位置に応じた情報を前記被写体の画像に合成することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る表示装置は、上記発明において、複数のランドマークの位置および
名称に関する情報を記憶するランドマーク情報記憶部と、前記位置算出部が算出した前記
被写体の位置に対応するランドマークを前記ランドマーク情報記憶部から検索する検索部
と、をさらに備え、前記画像合成部は、前記検索部が検索して取得したランドマークの名
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称に関する情報を前記被写体の画像に合成することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る表示装置は、上記発明において、前記画像合成部が合成に用いる前
記被写体の画像は、前記撮像部が生成する画像データに対応してリアルタイムで前記表示
部に表示されるスルー画像であることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る表示装置は、上記発明において、撮影指示信号を入力可能な操作入
力部を備え、前記画像合成部が合成に用いる前記被写体の画像は、前記操作入力部による
撮影指示信号の入力に応じて前記撮像部が生成した画像データに対応するレックビュー画
像であることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る表示装置は、上記発明において、前記撮像部が生成した画像データ
を含む情報を記憶する記憶部を備え、前記画像合成部が合成に用いる前記被写体の画像は
、前記記憶部が記憶する画像データに対応する画像であることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る表示装置は、上記発明において、地図を含む地図情報を記憶する地
図情報記憶部と、当該表示装置の姿勢を検出する姿勢検出部と、前記姿勢検出部が検出し
た結果に基づいて、当該表示装置が前記地図上の当該表示装置の位置を表示する位置表示
姿勢をとっているか否かを少なくとも判定する姿勢判定部と、をさらに備え、前記画像合
成部は、前記姿勢判定部が判定した結果、当該表示装置が位置表示姿勢をとっている場合
、前記地図情報記憶部が記憶する地図情報に基づいて、当該表示装置の位置を含む領域の
地図および該地図上の当該表示装置の位置を示す画像を合成することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明に係る表示プログラムは、画像を表示可能な表示装置に、当該表示装置の
位置を定期的に測定する測位ステップと、前記測位ステップで異なる２つの時刻に測定し
た位置を用いて当該表示装置の所定時刻における位置を算出する位置算出ステップと、前
記位置算出ステップで算出した位置に応じた情報を所定の画像に合成する画像合成ステッ
プと、前記画像合成ステップで合成した合成画像を表示する表示ステップと、を実行させ
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、異なる２つの時刻に測定した位置を用いて当該表示装置の所定時刻に
おける位置を算出し、算出した位置に応じた情報を該情報と対応する画像に合成して表示
するため、移動しながらその移動状況に応じた画像を表示する際に、表示する画像に関連
する情報を抽出して表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る表示装置である撮像装置の被写体に面する
側（前面側）の構成を示す図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１に係る表示装置である撮像装置のユーザに面する
側（背面側）の構成を示す図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１に係る表示装置である撮像装置の構成を示すブロ
ック図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態１に係る表示装置である撮像装置が行う処理の概要
を示すフローチャートである。
【図５】図５は、本発明の実施の形態１に係る表示装置である撮像装置が機内撮影モード
に設定された場合に撮像する状況を示す図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態１に係る表示装置である撮像装置および該撮像装置
の被写体の位置の算出方法を説明する図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態１に係る表示装置である撮像装置が撮像姿勢をとっ
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ている状況を示す図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態１に係る表示装置である撮像装置の表示部における
合成画像の表示例を示す図である。
【図９】図９は、本発明の実施の形態１に係る表示装置である撮像装置が位置表示姿勢を
とっている状況を模式的に示す図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態１に係る表示装置である撮像装置の表示部にお
ける現在位置表示画像の表示例を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態２に係る表示装置である撮像装置が行う処理の
概要を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態２に係る表示装置である撮像装置および該撮像
装置の被写体の位置の算出方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」とい
う）を説明する。
【００１９】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る表示装置である撮像装置の被写体に面する側（前
面側）の構成を示す図である。図２は、本実施の形態１に係る表示装置である撮像装置の
ユーザに面する側（背面側）の構成を示す図である。図３は、本実施の形態１に係る表示
装置である撮像装置の構成を示すブロック図である。
【００２０】
　図１～図３に示すように、撮像装置１は、撮像部２と、発光部３と、姿勢検出部４と、
タイマー５と、方位検出部６と、操作入力部７と、ＧＰＳ信号受信部８と、表示部９と、
タッチパネル１０と、記憶部１１と、制御部１２と、を備える。
【００２１】
　撮像部２は、レンズ部２１と、レンズ駆動部２２と、絞り２３と、絞り駆動部２４と、
シャッター２５と、シャッター駆動部２６と、撮像素子２７と、撮像駆動部２８と、信号
処理部２９と、を有する。
【００２２】
　レンズ部２１は、フォーカスおよびズーム可能な複数のレンズ群によって構成され、所
定の視野領域から光を集光する。
　レンズ駆動部２２は、ステッピングモータまたはＤＣモータを用いて構成され、レンズ
部２１のレンズ群を光軸Ｌ１上に沿って移動させることにより、レンズ部２１のピント位
置および焦点距離等の変更を行う。
【００２３】
　絞り２３は、レンズ部２１が集光した光の入射量を制限することにより露出の調整を行
う。
　絞り駆動部２４は、ステッピングモータ等によって構成され、絞り２３を駆動する。
【００２４】
　シャッター２５は、撮像素子２７の状態を露光状態または遮光状態に設定する。
　シャッター駆動部２６は、ステッピングモータ等によって構成され、操作入力部７から
入力されるレリーズ信号に応じてシャッター２５を駆動する。
【００２５】
　撮像素子２７は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）またはＣＭＯＳ（Complementary M
etal Oxide Semiconductor）等によって構成される。撮像素子２７は、レンズ部２１が集
光した光を受光して光電変換を行うことによって、光を電気信号（アナログ信号）に変換
する。
【００２６】
　撮像駆動部２８は、撮像素子２７を駆動するタイミングパルスを生成し、撮像素子２７
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が光電変換した電気信号を信号処理部２９に出力させる。
【００２７】
　信号処理部２９は、アナログアンプやＡ／Ｄ変換器等によって構成される。信号処理部
２９は、撮像素子２７から出力される電気信号に増幅（ゲイン調整）等の信号処理を施し
た後、Ａ／Ｄ変換を行うことによってデジタルの画像データに変換して制御部１２に出力
する。
【００２８】
　発光部３は、撮像装置１が撮像する視野領域へ向けて補助光を照射する。発光部３は、
キセノンランプまたはＬＥＤ（Light Emitting Diode）等を用いて構成される。
【００２９】
　姿勢検出部４は、加速度センサを用いて構成される。姿勢検出部４は、撮像装置１の加
速度を検出することにより、水平面を基準としたときの撮像装置１の姿勢（傾斜角度）を
検出する。
【００３０】
　タイマー５は、計時機能および日時判定機能を有する。
【００３１】
　方位検出部６は、地磁気センサを用いて構成され、レンズ部２１の光軸が向いている方
位を検出する。
【００３２】
　操作入力部７は、撮像装置１の外部から操作入力信号を受け付ける。操作入力部７は、
撮像装置１の電源状態をオン状態またはオフ状態に切換える電源スイッチ７１と、撮影の
指示を与えるレリーズ信号の入力を受け付けるレリーズスイッチ７２と、撮像装置１で設
定可能な各種動作モードの切換えを行うモード切換スイッチ７３と、撮像装置１の各種設
定を切換える操作スイッチ７４と、撮像装置１の各種設定を表示部９に表示させるメニュ
ースイッチ７５と、撮像装置１の画角を変更する指示信号の入力を受け付けるズームスイ
ッチ７６と、を有する。
【００３３】
　ＧＰＳ信号受信部８は、複数のＧＰＳ衛星１００によって送信されるＧＰＳ信号を受信
する。ＧＰＳ信号受信部８は、ＧＰＳ衛星１００の軌道情報やＧＰＳ衛星１００に搭載さ
れた原子時計の時刻情報などを含むＧＰＳ信号（電波）を受信可能なアンテナと、このア
ンテナで受信したＧＰＳ信号に対する信号処理を行う信号処理回路とを有する。
【００３４】
　表示部９は、液晶または有機ＥＬ（Electro Luminescence）等からなる表示パネルを用
いて実現される。表示部９は、撮像部２が生成した画像データに対応する画像を表示する
。表示部９は、撮像装置１の操作情報および撮影に関する情報を適宜表示する。
【００３５】
　タッチパネル１０は、表示部９の表示画面上に重ねて設けられる（図２を参照）。タッ
チパネル１０は、ユーザが表示部９に表示される情報に基づいて接触した位置を検出し、
この接触位置に応じた指示信号の入力を受け付ける。タッチパネル１０としては、一般に
知られている抵抗膜方式、静電容量方式、光学式等のうち、いずれの方式のタッチパネル
であっても適用可能である。
【００３６】
　記憶部１１は、撮像装置１の内部に固定的に設けられえるフラッシュメモリおよびＲＡ
Ｍ（Random Access Memory）等の半導体メモリを用いて実現される。記憶部１１は、撮像
部２が撮像した画像データを記憶する画像データ記憶部１１１と、撮像装置１が実行する
各種プログラムおよび本実施の形態１に係る表示プログラムを記憶するプログラム記憶部
１１２と、各地点の緯度および経度の情報を含む地図情報を記憶する地図情報記憶部１１
３と、複数のランドマークの位置（緯度、経度）および名称（ランドマーク名）を含むラ
ンドマーク情報を記憶するランドマーク情報記憶部１１４と、を有する。ここでいうラン
ドマークには、例えば山、海、浜などの自然物や、建物などの人工物が含まれる。なお、
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記憶部１１は、外部から装着されるメモリカード等のコンピュータ読み取り可能な記録媒
体を含むものであってもよい。
【００３７】
　制御部１２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等を用いて構成される。制御部１
２は、操作入力部７やタッチパネル１０からの指示信号または切換信号等に応じて撮像装
置１を構成する各部に対応する指示やデータの転送等を行って撮像装置１の動作を統括的
に制御する。
【００３８】
　制御部１２の詳細な構成について説明する。制御部１２は、画像処理部１２１と、測位
部１２２と、位置算出部１２３と、姿勢判定部１２４と、撮像制御部１２５と、検索部１
２６と、方向判定部１２７と、画像合成部１２８と、表示制御部１２９と、を有する。
【００３９】
　画像処理部１２１は、撮像部２の信号処理部２９から出力される画像データに対して、
エッジ強調、ホワイトバランスおよびγ補正を含む画像処理を行う。また、画像処理部１
２１は、ＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）圧縮方式等に基づいて画像デー
タの圧縮処理や伸長処理を行う。
【００４０】
　測位部１２２は、ＧＰＳ信号受信部８が受信したＧＰＳ信号に基づいて撮像装置１の位
置や高度を定期的に測定する。この際、測位部１２２は、４つ以上のＧＰＳ衛星から受信
したＧＰＳ信号を用いて撮像装置１の位置や高度を定期的に測定する。
【００４１】
　位置算出部１２３は、測位部１２２が異なる２つの時刻で測定した撮像装置１の位置お
よびタイマー５の時刻情報などを用いて撮像装置１および撮像装置１が撮像する被写体の
位置を算出する。
【００４２】
　姿勢判定部１２４は、姿勢検出部４の検出結果に基づいて撮像装置１の姿勢を判定する
。具体的には、姿勢判定部１２４は、撮像装置１が撮像動作を行う姿勢（撮像姿勢）をと
っているか、または撮像装置１が地図情報記憶部１１３が記憶する地図上の撮像装置１の
位置を表示する動作を行う姿勢（位置表示姿勢）をとっているかを判定する。ここで、位
置表示姿勢とは、表示部９の表示画面の表面が略水平な状態（水平面と１０°以内の角度
をなす状態）にある姿勢を意味する。また、撮像姿勢は、位置表示姿勢以外の姿勢を意味
する。
【００４３】
　撮像制御部１２５は、レリーズスイッチ７２が撮影指示信号（レリーズ信号）の入力を
受け付けた場合、撮像装置１における撮影動作を開始する制御を行う。ここで、撮像装置
１における撮影動作とは、シャッター駆動部２６および撮像駆動部２８の駆動によって撮
像素子２７が出力した画像データに対し、信号処理部２９および画像処理部１２１が所定
の処理を施す動作をいう。このようにして処理が施された画像データは、制御部１２によ
って撮影日時情報等と関連付けられて画像データ記憶部１１１に記憶される。
【００４４】
　検索部１２６は、画像に写っている被写体の位置に対応するランドマークをランドマー
ク情報記憶部１１４から検索する。
【００４５】
　方向判定部１２７は、位置算出部１２３における撮像装置１の位置の時間変化に基づい
て撮像装置１の移動方向を判定する。
【００４６】
　画像合成部１２８は、画像の合成を行う。例えば、画像合成部１２８は、撮像部２が撮
像した画像に含まれる被写体に関連する情報を、その画像に合成する。被写体に関連する
情報としては、例えばその被写体の位置（緯度、経度）や名称などを挙げることができる
。
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【００４７】
　表示制御部１２９は、表示部９における表示を制御する。例えば、表示制御部１２９は
、画像データ記憶部１１１が記憶する複数の画像データの各々に対応する画像を表示部９
に表示させる。また、表示制御部１２９は、複数の画像をそれぞれ縮小した縮小画像（サ
ムネイル画像）を表示部９に表示させる。
【００４８】
　以上の構成を有する撮像装置１では、動作モードとして、画像を撮影する撮影モードと
、画像を再生する再生モードとを設定することができる。このうち、撮影モードとして、
通常撮影モードの他に、飛行機の機内での撮影に対応した機内撮影モードを設定すること
が可能である。この機内撮影モードは、飛行中の機内で飛行機の窓から見える風景を撮影
する状況を想定した撮影モードである。
【００４９】
　図４は、撮像装置１が行う処理の概要を示すフローチャートである。まず、撮像装置１
の電源がオンになっている場合（ステップＳ１：Ｙｅｓ）、ステップＳ２へ進む。一方、
撮像装置１の電源がオンになっていない場合（ステップＳ１：Ｎｏ）、撮像装置１は処理
を終了する。
【００５０】
　撮像装置１が撮影モードに設定されている場合（ステップＳ２：撮影モード）を説明す
る。この場合において、機内撮影モードに設定されているとき（ステップＳ３：Ｙｅｓ）
、制御部１２は、姿勢検出部４および方位検出部６による撮像装置１の状態検出、および
ＧＰＳ信号受信部８によるＧＰＳ信号の受信を開始する制御を行う（ステップＳ４）。機
内撮影モードは、飛行機に搭乗している撮影者が、飛行機の窓から眼下に広がる風景を撮
影するような状況で設定することが想定される。図５は、機内撮影モードに設定された撮
像装置１が撮像する状況を模式的に示す図である。図５において、飛行機２００に搭乗し
ている撮影者３００は、被写体４００の周辺の風景を撮影しようとしている。
【００５１】
　続いて、表示制御部１２９は、表示部９にスルー画像を表示させる（ステップＳ５）。
ここでいうスルー画像とは、レリーズスイッチ７２が押されない状態で撮像部２が生成す
る画像データに対応する画像のことである。
【００５２】
　この後、測位部１２２がＧＰＳ信号に基づいて異なる２つの時刻における撮像装置１の
位置を測定済みである場合（ステップＳ６：Ｙｅｓ）、位置算出部１２３は、測定済みの
２つの位置（測定位置）を用いて撮像装置１の撮像時の位置（以下、「現在位置」という
）を算出する（ステップＳ７）。なお、測位部１２２が３つ以上の異なる時刻における撮
像装置１の位置を測定済みである場合、位置算出部１２３は、直近の２つの測定位置を用
いて撮像装置１の現在位置を算出する。
【００５３】
　ここで、位置算出部１２３が行う具体的な位置の算出方法を説明する。図６は、撮像装
置１および被写体の位置の算出方法を説明する図である。図６では、図５に示す被写体４
００の位置を算出する場合を示している。図６では、測位部１２２が直近に測定した２つ
の測定位置をＰ1，Ｐ2としている。位置Ｐ1は時刻Ｔ1に測定された位置であり、その緯度
はＩ1，経度はＫ1である。位置Ｐ2は時刻Ｔ2（＞Ｔ1）に測定された位置であり、その緯
度はＩ2，経度はＫ2である。また、図６では、現在位置をＰ0としている。現在位置Ｐ0の
時刻はＴ0（＞Ｔ2）であり、その緯度をＩ0とし、経度をＫ0としている。また、図６では
、被写体４００の位置ＰLの緯度をＩLとし、経度をＫLとしている。ここで、緯度は、北
緯を正で表す一方、南緯を負で表すものとする。すなわち、緯度は、－９０度（南緯９０
度）～＋９０度（北緯９０度）で表される。また、経度は、東経を正で表す一方、西経を
負で表すものとする。すなわち、経度は、－１８０度（西経１８０度）～＋１８０度（東
経１８０度）で表される。
【００５４】
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　まず、位置算出部１２３は、位置Ｐ1，Ｐ2の緯度経度情報および時刻情報を用いて、飛
行機２００の緯度方向の速さＢＩおよび経度方向の速さＢＫをそれぞれ算出する。
　ＢＩ＝（Ｉ2－Ｉ1）／（Ｔ2－Ｔ1）　・・・（１）
　ＢＫ＝（Ｋ2－Ｋ1）／（Ｔ2－Ｔ1）　・・・（２）
　続いて、位置算出部１２３は、式（１）、（２）の算出結果と現在位置Ｐ0の時刻情報
を用いて、現在位置Ｐ0の緯度Ｉ0，経度Ｋ0をそれぞれ算出する。
　Ｉ0＝Ｉ2＋ＢＩ・（Ｔ0－Ｔ2）
　　 ＝Ｉ2＋（Ｉ2－Ｉ1）・（Ｔ0－Ｔ2）／（Ｔ2－Ｔ1）　・・・（３）
　Ｋ0＝Ｋ2＋ＢＫ・（Ｔ0－Ｔ2）
　　 ＝Ｋ2＋（Ｋ2－Ｋ1）・（Ｔ0－Ｔ2）／（Ｔ2－Ｔ1）　・・・（４）
【００５５】
　その後、姿勢判定部１２４は、撮像装置１の姿勢を判定する（ステップＳ８）。まず、
姿勢判定部１２４による姿勢判定の結果、撮像装置１が撮像姿勢をとっている場合（ステ
ップＳ８：Ｙｅｓ）を説明する。図７は、撮像装置１が撮像姿勢をとっている状況を示す
図である。図７に示すように、撮影者３００は、撮像装置１を構えて飛行機２００の窓２
０１から見える風景を撮影しようとしている。
【００５６】
　撮像装置１が撮像姿勢をとっている場合（ステップＳ８：Ｙｅｓ）、姿勢判定部１２４
は撮像装置１の俯角を判定する（ステップＳ９）。ここでいう俯角とは、レンズ部２１の
光軸Ｌ１の方向とレンズ部２１の中心位置を通過する水平面とがなす角のことである。
【００５７】
　続いて、位置算出部１２３は、撮影時の被写体の位置を算出する（ステップＳ１０）。
図５および図６において、被写体４００の位置ＰLの緯度ＩL、経度ＫLは、レンズ部２１
の光軸Ｌ１の方向とレンズ部２１の中心位置を通過する鉛直面とのなす傾斜角をθとし、
飛行機２００の高度をＨとし、方位検出部６が検出した被写体の方位を示す方位角として
経線の北向きを基準とする方位角をφ（北向きに対して反時計回りを正）とするとき、以
下の式（５），（６）にしたがってそれぞれ算出される。
　ＩL＝Ｉ0＋Ｈｔａｎθｃｏｓφ　・・・（５）
　ＫL＝Ｋ０－Ｈｔａｎθｓｉｎφ　・・・（６）
ここで、位置算出部１２３は、式（５）の右辺のＩ0および式（６）の右辺のＫ0に対し、
式（３）、（４）の算出結果をそれぞれ代入する。なお、ステップＳ９で姿勢判定部１２
４が判定した俯角をαとおくと、俯角αと傾斜角θとは、度（°）を単位としてα＋θ＝
９０°を満たす。
【００５８】
　続いて、検索部１２６は、ランドマーク情報記憶部１１４から被写体の位置に対応する
ランドマークを検索する（ステップＳ１１）。具体的には、検索部１２６は、図５および
図６に示す場合、被写体４００の位置ＰL（ＩL，ＫL）を中心とする領域Ｄ＝｛（Ｉ，Ｋ
）｜ＩL－ΔＩ≦Ｉ≦ＩL＋ΔＩ，ＫL－ΔＫ≦Ｋ≦ＫL＋ΔＫ｝に含まれるランドマークを
ランドマーク情報記憶部１１４から検索する。領域Ｄの大きさを決めるパラメータΔＩ，
ΔＫは、ユーザが操作入力部７からの入力によって所望の値を設定することが可能である
。なお、領域Ｄ内に複数のランドマークが存在する場合、検索部１２６は、被写体４００
の位置ＰL（ＩL，ＫL）に最も近いランドマークを選択する。
【００５９】
　検索部１２６が検索した結果、被写体の位置に対応するランドマークを取得した場合（
ステップＳ１２：Ｙｅｓ）、画像合成部１２８は、スルー画像にランドマーク名を合成し
た合成スルー画像を生成する。この後、表示制御部１２９は、その合成スルー画像を表示
部９に表示させ（ステップＳ１３）、後述するステップＳ１４へ移行する。図８は、表示
部９における合成スルー画像の表示例を示す図である。同図に示す合成スルー画像５００
は、被写体４００の画像と、被写体４００に対応するランドマーク名（図８の場合は「富
士山」）を表示するランドマーク名表示画像５０１とが合成されている。
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【００６０】
　ステップＳ１２において、検索部１２６が被写体の位置に対応するランドマークを取得
できなかった場合（ステップＳ１２：Ｎｏ）、撮像装置１は後述するステップＳ１４へ移
行する。
【００６１】
　ステップＳ１４において、レリーズスイッチ７２が押されて撮影指示信号が入力される
と（ステップＳ１４：Ｙｅｓ）、撮像制御部１２５は撮影動作を開始する制御を行う（ス
テップＳ１５）。
【００６２】
　続いて、表示制御部１２９は、撮影指示信号の入力に応じて撮像部２が生成した画像デ
ータに対応する画像（レックビュー画像）を表示部９に表示させる（ステップＳ１６）。
また、撮像制御部１２５は、その画像データを画像データ記憶部１１１に記憶させる（ス
テップＳ１７）。なお、ステップＳ１６とステップＳ１７との順序を逆にして実行しても
よいし、ステップＳ１６とステップＳ１７とを並行して実行してもよい。
【００６３】
　この後、モード切換スイッチ７３またはタッチパネル１０によってモード切換指示が入
力された場合（ステップＳ１８：Ｙｅｓ）、撮像装置１は動作モードを切換えて（ステッ
プＳ１９）、ステップＳ１へ戻る。一方、モード切換スイッチ７３またはタッチパネル１
０によってモード切換指示が入力されない場合（ステップＳ１８：Ｎｏ）、撮像装置１は
ステップＳ１へ戻る。
【００６４】
　ステップＳ１４でレリーズスイッチ７２が押されない場合（ステップＳ１４：Ｎｏ）、
撮像装置１はステップＳ１８へ移行する。
【００６５】
　次に、ステップＳ８における姿勢判定の結果、撮像装置１が撮像姿勢をとっていない場
合、すなわち撮像装置１が位置表示姿勢をとっている場合（ステップＳ８：Ｎｏ）を説明
する。図９は、撮像装置１が位置表示姿勢をとっている状況を模式的に示す図である。図
９において、撮影者３００は、表示部９の表示画面を略水平にした状態で撮像装置１を把
持している。撮像装置１が位置表示姿勢をとっている場合、方向判定部１２７は、位置算
出部１２３が算出した２つの位置から飛行機２００の飛行方向（撮像装置１の移動方向）
を判定する（ステップＳ２０）。具体的には、方向判定部１２７は、上述した緯度方向の
速さＢＩおよび経度方向の速さＢＫを用いることによって飛行機２００の飛行方向を判定
する。
【００６６】
　続いて、画像合成部１２８は、ステップＳ７で求めた現在位置（Ｉ0，Ｋ0）、およびス
テップＳ９で判定した飛行方向をもとに、被写体４００が含まれる地図画像に飛行機像を
合成した現在位置表示画像を生成する。この後、表示制御部１２９は、その現在位置表示
画像を表示部９に表示させる（ステップＳ２１）。図１０は、表示部９における現在位置
表示画像の表示例を示す図である。同図に示す現在位置表示画像６００には、地図に飛行
機像６０１が重ねて表示されている。飛行機像６０１には、飛行機の進行方向が矢印で表
示されている。この後、撮像装置１は、ステップＳ１８へ移行する。
【００６７】
　ステップＳ６において、測位部１２２が異なる２つの時刻における撮像装置１の位置を
測定済みでない場合（ステップＳ６：Ｎｏ）を説明する。この場合には、１つの位置のみ
を測定済みである場合も含まれるものとする。測位部１２２が異なる２つの時刻における
撮像装置１の位置を測定済みでない場合、画像合成部１２８は、スルー画像に警告を重ね
た警告スルー画像を生成する。表示制御部１２９は、画像合成部１２８が生成した警告ス
ルー画像を表示部９に表示させる（ステップＳ２２）。ここで表示する警告の内容は、例
えば「現在測位中です。電源を切らないで下さい。」というものである。なお、撮像装置
１に音声出力部を設けておき、この音声出力部によって警告を音声出力するようにしても
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よい。この後、撮像装置１は、ステップＳ１４へ移行する。
【００６８】
　次に、ステップＳ３において、撮像装置１が機内撮影モードに設定されていない場合、
すなわち撮像装置１が通常の撮影モードに設定されている場合（ステップＳ３：Ｎｏ）を
説明する。この場合、表示制御部１２９は、表示部９にスルー画像を表示させる（ステッ
プＳ２３）。この後、撮像装置１はステップＳ１４へ移行する。
【００６９】
　次に、ステップＳ２で撮像装置１が再生モードに設定されている場合（ステップＳ２：
再生モード）を説明する。この場合、表示制御部１２９は、表示部９に画像選択画面を表
示させる（ステップＳ２４）。この画像選択画面では、複数の再生候補画像が一覧表示さ
れている。
【００７０】
　続いて、操作入力部７またはタッチパネル１０の入力によって画像が選択された場合（
ステップＳ２５：Ｙｅｓ）、表示制御部１２９は、選択された画像を表示部９に全画面で
表示させる（ステップＳ２６）。一方、画像が選択されない場合（ステップＳ２５：Ｎｏ
）、撮像装置１は後述するステップＳ２８へ移行する。
【００７１】
　その後、操作入力部７またはタッチパネル１０の入力によって画像の切換指示が入力さ
れた場合（ステップＳ２７：Ｙｅｓ）、撮像装置１はステップＳ２６へ戻り、表示部９で
の表示を選択された画像に切り換えて全画面で表示する（ステップＳ２６）。一方、画像
の切換指示が入力されない場合（ステップＳ２７：Ｎｏ）、撮像装置１は後述するステッ
プＳ２８へ移行する。
【００７２】
　ステップＳ２８において、操作入力部７またはタッチパネル１０によって画像再生の終
了指示が入力された場合（ステップＳ２８：Ｙｅｓ）、撮像装置１はステップＳ１８へ移
行する。これに対して、画像再生の終了指示が入力されない場合（ステップＳ２８：Ｎｏ
）、撮像装置１はステップＳ２５へ戻る。
【００７３】
　以上説明した本発明の実施の形態１によれば、異なる２つの時刻に測定した位置を用い
て当該表示装置の所定時刻における位置を算出し、算出した位置に応じた情報を該情報と
対応する画像に合成して表示するため、移動しながらその移動状況に応じた画像を表示す
る際に、表示する画像に関連する情報を抽出して表示することができる。
【００７４】
　また、本実施の形態１によれば、異なる２つの時刻に測定した当該表示装置の位置を用
いて算出した被写体の位置に応じた情報をその被写体の画像に合成して表示することによ
り、撮影者が移動しながら撮影を行う場合に被写体の情報を表示することができる。
【００７５】
　また、本実施の形態１によれば、表示装置が位置表示姿勢をとっている場合、当該表示
装置の位置を含む地図を生成し、この生成した地図に当該表示装置の位置を合成した現在
位置表示画像を生成するため、ユーザは所望のタイミングで現在位置を把握することがで
きる。
【００７６】
　なお、以上の説明においては、被写体の画像にランドマーク名を合成して表示する場合
を説明したが、ランドマーク名に加えてそのランドマークの簡単な説明を表示するように
してもよい。この場合には、ランドマーク情報記憶部１１４に、予めランドマークの説明
も記憶しておけばよい。
【００７７】
（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２は、撮影後のレックビュー画像を表示する際にランドマーク名を
重ねて表示したり、再生時の再生画像にランドマーク名を重ねて表示したりすることを特
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徴とする。なお、本実施の形態２に係る表示装置である撮像装置の構成は、実施の形態１
で説明した撮像装置１と同様である。
【００７８】
　図１１は、撮像装置１が行う処理の概要を示すフローチャートである。まず、撮像装置
１の電源がオンになっている場合（ステップＳ３１：Ｙｅｓ）、ステップＳ３２へ進む。
一方、撮像装置１の電源がオンになっていない場合（ステップＳ３１：Ｎｏ）、撮像装置
１は処理を終了する。
【００７９】
　撮像装置１が撮影モードに設定され（ステップＳ３２：撮影モード）、かつ機内撮影モ
ードに設定されている場合（ステップＳ３３：Ｙｅｓ）、制御部１２は、姿勢検出部４お
よび方位検出部６による撮像装置１の状態検出動作、およびＧＰＳ信号受信部８によるＧ
ＰＳ信号の受信を開始する制御を行う（ステップＳ３４）。
【００８０】
　この後、表示制御部１２９は、表示部９にスルー画像を表示させる（ステップＳ３５）
。
【００８１】
　続いて、レリーズスイッチ７２が押されて撮影指示信号が入力された場合（ステップＳ
３６：Ｙｅｓ）、撮像制御部１２５は、撮影動作を開始する制御を行う（ステップＳ３７
）。その後、制御部１２は、撮影した画像データおよび撮影情報を画像データ記憶部１１
１に記憶させる（ステップＳ３８）。ここでいう撮影情報は、例えば撮像装置１の俯角で
ある。
【００８２】
　続くステップＳ３９において、測位部１２２が異なる２つの時刻における撮像装置１の
位置を測定済みである場合（ステップＳ３９：Ｙｅｓ）、位置算出部１２３は、２つの測
定位置を用いて撮像装置１の現在位置を算出する（ステップＳ４０）。このステップＳ４
０における現在位置の具体的な算出方法は、実施の形態１と同様である（式（３），（４
）を参照）。
【００８３】
　この後、撮像装置１は、撮影時の被写体の位置を算出する（ステップＳ４１）。ここで
の被写体の位置の具体的な算出方法も実施の形態１と同様である（式（５），（６）を参
照）。
【００８４】
　続いて、検索部１２６は、ランドマーク情報記憶部１１４から被写体の位置に対応する
ランドマークの検索を行う（ステップＳ４２）。
【００８５】
　検索部１２６が検索した結果、被写体の位置に対応するランドマークを取得した場合（
ステップＳ４３：Ｙｅｓ）、画像合成部１２８は、レックビュー画像にランドマーク名を
合成した合成レックビュー画像を生成する。この後、表示制御部１２９は、その合成レッ
クビュー画像を表示部９に表示させる（ステップＳ４４）。合成レックビュー画像は、図
８に示す合成スルー画像５００と同様に表示される。
【００８６】
　続いて、制御部１２は、撮影した画像データとその画像データに対応するランドマーク
情報とを関連付けて画像データ記憶部１１１に記憶させる（ステップＳ４５）。
【００８７】
　この後、モード切換スイッチ７３またはタッチパネル１０によってモード切換指示が入
力された場合（ステップＳ４６：Ｙｅｓ）、撮像装置１は動作モードを切換えて（ステッ
プＳ４７）、ステップＳ１へ戻る。一方、モード切換スイッチ７３またはタッチパネル１
０によってモード切換指示が入力されない場合（ステップＳ４６：Ｎｏ）、撮像装置１は
ステップＳ１へ戻る。
【００８８】
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　ステップＳ４２で検索部１２６が検索した結果、被写体の位置に対応するランドマーク
を取得できなかった場合（ステップＳ４３：Ｎｏ）、撮像装置１は上述したステップＳ４
６へ移行する。
【００８９】
　次に、ステップＳ３９において、測位部１２２が異なる２つの時刻における撮像装置１
の位置を測定済みでない場合（ステップＳ３９：Ｎｏ）を説明する。ここで、「異なる２
つの時刻における撮像装置１の位置を測定済みでない場合」には、１つの位置のみを測定
済みである場合も含まれるものとする。測位部１２２が異なる２つの時刻における撮像装
置１の位置を測定済みでない場合、画像合成部１２８は、スルー画像に警告を合成した警
告スルー画像を生成する。表示制御部１２９は、画像合成部１２８が生成した警告スルー
画像を表示部９に表示させる（ステップＳ４８）。ここで表示する警告の内容は、例えば
「現在測位中です。電源を切らないで下さい。」というものである。
【００９０】
　続いて、測位部１２２が、警告を表示してから所定時間内に２つの位置の測定を完了し
た場合（ステップＳ４９：Ｙｅｓ）、位置算出部１２３は、２つの測定位置を用いて撮影
時の被写体４００の位置ＰLを算出する（ステップＳ５０）。なお、ステップＳ３９にお
いて、測位部１２２が１つの位置のみを算出している場合、ステップＳ４９において、測
位部１２２は警告を表示してから所定時間内に少なくとも１つの位置を測定できればよい
。ここでの所定時間は、１分程度である。
【００９１】
　ここで、ステップＳ５０における具体的な位置の算出方法を説明する。図１２は、撮像
装置１および被写体の位置の算出方法を説明する図である。図１２では、測位部１２２が
直近に測定した２つの測定位置をＰ3，Ｐ4としている。位置Ｐ3は時刻Ｔ3に測定された位
置であり、その緯度はＩ3，経度はＫ3である。位置Ｐ4は時刻Ｔ4（＞Ｔ3）に測定された
位置であり、その緯度はＩ4，経度はＫ4である。また、図１２では、撮像時の撮像装置１
の位置（撮像位置）をＰ0'としている。撮像位置Ｐ0'の時刻はＴ0'（＜Ｔ3）であり、そ
の緯度をＩ0'とし，経度をＫ0'としている。また、図１２では、図５に示す被写体４００
の位置をＰL'とし、その緯度をＩL'とし，経度をＫL'としている。なお、緯度Ｉおよび経
度Ｋの表し方は、実施の形態１と同様である。
【００９２】
　まず、位置算出部１２３は、位置Ｐ3，Ｐ4の緯度経度情報および時刻情報を用いて、飛
行機２００の緯度方向の速さＢＩ'および経度方向の速さＢＫ'をそれぞれ算出する。
　ＢＩ’＝（Ｉ4－Ｉ3）／（Ｔ4－Ｔ3）　・・・（７）
　ＢＫ’＝（Ｋ4－Ｋ3）／（Ｔ4－Ｔ3）　・・・（８）
　続いて、位置算出部１２３は、式（７）、（８）の算出結果と撮像位置Ｐ0'の時刻情報
を用いて、撮像位置Ｐ0'の緯度Ｉ0'，経度Ｋ0'をそれぞれ算出する。
　Ｉ0'＝Ｉ3－ＢＩ'・（Ｔ3－Ｔ0'）
　　　 ＝Ｉ3－（Ｉ4－Ｉ3）・（Ｔ3－Ｔ0'）／（Ｔ4－Ｔ3）　・・・（９）
　Ｋ0'＝Ｋ3－ＢＫ'・（Ｔ3－Ｔ0'）
　　　＝Ｋ3－（Ｋ4－Ｋ3）・（Ｔ3－Ｔ0'）／（Ｔ4－Ｔ3）　・・・（１０）
　最後に、位置算出部１２３は、レンズ部２１の光軸Ｌ１の方向とレンズ部２１の中心位
置を通過する鉛直面とのなす傾斜角θ、飛行機２００の高度Ｈ、方位検出部６が検出した
被写体４００の方位を示す方位角として経線の北向きを基準とする方位角φ'（北向きに
対して反時計回りを正）を用いることにより、被写体の緯度ＩL'、経度ＫL'をそれぞれ算
出する。
　ＩL'＝Ｉ0'＋Ｈｔａｎθｃｏｓφ'　・・・（１１）
　ＫL'＝Ｋ0'－Ｈｔａｎθｓｉｎφ'　・・・（１２）
ここで、位置算出部１２３は、式（１１）の右辺のＩ0'および式（１２）の右辺のＫ0'に
対し、式（９）、（１０）の算出結果をそれぞれ代入する。
【００９３】
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　なお、図１２および式（９）～（１２）は、測位部１２２が異なる２つの位置をステッ
プＳ３７の撮影後に測定した場合を示しているが、それ以外にも、ステップＳ３７の撮影
の前後で測位部１２２が測定した異なる２つの位置を用いることもありうる。この場合に
も、式（９）～（１２）はそのまま成立する。
【００９４】
　このステップＳ５０の後、撮像装置１は上述したステップＳ４２へ移行する。
【００９５】
　次に、ステップＳ３３において、撮像装置１が機内撮影モードに設定されていない場合
、すなわち撮像装置１が通常の撮影モードに設定されている場合（ステップＳ３３：Ｎｏ
）を説明する。この場合、表示制御部１２９は、表示部９にスルー画像を表示させる（ス
テップＳ５１）。
【００９６】
　続いて、レリーズスイッチ７２が押されて撮影指示信号が入力されると（ステップＳ５
２：Ｙｅｓ）、撮像制御部１２５は撮影動作を開始する制御を行う（ステップＳ５３）。
その後、表示制御部１２９は、撮影指示信号の入力に応じて撮像部２が生成した画像デー
タに対応するレックビュー画像を表示部９に表示させる（ステップＳ５４）。また撮像制
御部１２５は、その画像データを画像データ記憶部１１１に記憶させる（ステップＳ５５
）。なお、ステップＳ５４とステップＳ５５との順序を逆にして実行してもよいし、ステ
ップＳ５４とステップＳ５５とを並行して実行してもよい。この後、撮像装置１は、ステ
ップＳ４６へ移行する。
【００９７】
　ステップＳ５２でレリーズスイッチ７２が押されない場合（ステップＳ５２：Ｎｏ）、
撮像装置１はステップＳ４６へ移行する。
【００９８】
　次に、ステップＳ２で撮像装置１が再生モードに設定されている場合（ステップＳ２：
再生モード）を説明する。この場合、表示制御部１２９は、表示部９に画像選択画面を表
示させる（ステップＳ５６）。この画像選択画面では、複数の再生候補画像が一覧表示さ
れている。
【００９９】
　続いて、操作入力部７またはタッチパネル１０によって画像が選択された場合（ステッ
プＳ５７：Ｙｅｓ）において、選択された画像に関連付けられたランドマーク情報が存在
するとき（ステップＳ５８：Ｙｅｓ）、表示制御部１２９は、選択された画像にランドマ
ーク名を合成した合成再生画像を表示部９に全画面で表示させる（ステップＳ５９）。こ
の合成再生画像も、図８に示す合成スルー画像と同様に表示される。
【０１００】
　その後、画像の切換指示が入力された場合（ステップＳ６０：Ｙｅｓ）、撮像装置１は
ステップＳ５８へ戻り、選択された画像に関連付けられたランドマーク情報の有無を判定
する（ステップＳ５８）。一方、画像の切換指示が入力されない場合（ステップＳ６０：
Ｎｏ）において、操作入力部７またはタッチパネル１０によって画像再生の終了指示が入
力されたとき（ステップＳ６１：Ｙｅｓ）、撮像装置１はステップＳ４６へ移行する。ス
テップＳ６０で画像の終了指示が入力されないとき（ステップＳ６１：Ｎｏ）、撮像装置
１はステップＳ５７へ戻る。
【０１０１】
　ステップＳ５７で操作入力部７またはタッチパネル１０によって画像が選択されない場
合（ステップＳ５７：Ｎｏ）、撮像装置１はステップＳ６１へ移行する。
【０１０２】
　次に、ステップＳ５８において選択された画像に関連付けられたランドマーク情報が存
在しない場合（ステップＳ５８：Ｎｏ）を説明する。この場合、その選択された画像の撮
影時刻からの経過時間が所定時間以内であれば（ステップＳ６２：Ｙｅｓ）、制御部１２
は、姿勢検出部４および方位検出部６による撮像装置１の状態検出動作、およびＧＰＳ信
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号受信部８によるＧＰＳ信号の受信動作を開始する制御を行う（ステップＳ６３）。ここ
での所定時間は、再生時のタイムラグがなるべく少なくなるような時間であることが好ま
しく、たかだか１分程度である。
【０１０３】
　この後、測位部１２２が、画像が選択されてから所定時間内に２つの位置の測定を完了
した場合（ステップＳ６４：Ｙｅｓ）、位置算出部１２３は、２つの測定位置を用いて撮
影時の被写体の位置を算出する（ステップＳ６５）。ここでの被写体の位置の算出方法は
、ステップＳ５０で説明した方法と同様である。また、ステップＳ６５における所定時間
は、できるだけ短い方が好ましく、例えば１分程度である。
【０１０４】
　続いて、検索部１２６は、ランドマーク情報記憶部１１４から被写体の位置情報に応じ
たランドマークの検索を行う（ステップＳ６６）。検索部１２６が検索した結果、被写体
の位置に対応するランドマークを取得した場合（ステップＳ６７：Ｙｅｓ）、画像合成部
１２８は、再生画像にランドマーク名を合成した合成再生画像を生成する。この後、表示
制御部１２９は、その合成再生画像を表示部９に全画面表示させる（ステップＳ６８）。
【０１０５】
　続いて、制御部１２は、ランドマーク情報を画像データと関連付けて画像データ記憶部
１１１に記憶させる（ステップＳ６９）。ステップＳ６９の後、撮像装置１は、ステップ
Ｓ６０へ移行する。
【０１０６】
　ステップＳ６２で撮影時刻からの経過時間が所定時間以内でない場合（ステップＳ６２
：Ｎｏ）、ステップＳ６４で測位部１２２が所定時間内に２つの位置の測定を完了しなか
った場合（ステップＳ６４：Ｎｏ）、またはステップＳ６７で検索部１２６がランドマー
ク情報を取得できなかった場合（ステップＳ６７：Ｎｏ）、表示制御部１２９は、選択さ
れた画像を表示部９に全画面表示させる（ステップＳ７０）。この後、撮像装置１は、ス
テップＳ６０へ移行する。
【０１０７】
　以上説明した本発明の実施の形態２によれば、異なる２つの時刻に測定した位置を用い
て当該表示装置の所定時刻における位置を算出し、算出した位置に応じた情報を該情報と
対応する画像に合成して表示するため、移動しながらその移動状況に応じた画像を表示す
る際に、表示する画像に関連する情報を抽出して表示することができる。
【０１０８】
　また、本実施の形態２によれば、異なる２つの時刻に測定した当該表示装置の位置を用
いて算出した被写体の位置に応じた情報をその被写体の画像に合成して表示することによ
り、撮影者が移動しながら撮影を行う場合に被写体の情報を表示することができる。
【０１０９】
　また、本実施の形態２によれば、撮影時には撮像装置の位置を算出することができなか
ったとしても、その後に算出した位置を用いることによって撮影時の位置を算出すること
ができる。このため、撮影後に被写体の名称を認識することも可能となる。このように、
本実施の形態２によれば、撮影という短い時間で行われる行為と、ランドマーク検索とい
う比較的長い時間を必要とする行為とを切り離して処理を行うことにより、撮影者は撮影
に集中することができるだけでなく、撮影後に被写体に関連した情報を得ることができ、
被写体に対する理解を深めることができる。
【０１１０】
　ここまで、本発明を実施するための形態として、２つの実施の形態を説明してきたが、
本発明は、上述した実施の形態１、２によってのみ限定されるべきものではない。例えば
、測位部は位置のみを測定することとし、高度については、半導体圧力センサまたは気圧
センサを用いて検出するかまたは飛行機の平均高度とするようにしてもよい。このような
構成を有する表示装置によれば、３個のＧＰＳ衛星からのＧＰＳ信号を用いればよくなる
ため、測位部の処理時間を短縮することができる。
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【０１１１】
　また、本発明に係る表示装置に対して、インターネット等の通信ネットワークを介して
通信を行う機能を具備させ、地図情報やランドマーク情報を通信ネットワーク経由で外部
から取得することができるようにしてもよい。
【０１１２】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態等を含みうるもので
ある。
【符号の説明】
【０１１３】
　１　撮像装置（表示装置）
　２　撮像部
　３　発光部
　４　姿勢検出部
　５　タイマー
　６　方位検出部
　７　操作入力部
　８　ＧＰＳ信号受信部
　９　表示部
　１０　タッチパネル
　１１　記憶部
　１２　制御部
　２１　レンズ部
　２２　レンズ駆動部
　２３　絞り
　２４　絞り駆動部
　２５　シャッター
　２６　シャッター駆動部
　２７　撮像素子
　２８　撮像駆動部
　２９　信号処理部
　１００　ＧＰＳ衛星
　１１１　画像データ記憶部
　１１２　プログラム記憶部
　１１３　地図情報記憶部
　１１４　ランドマーク情報記憶部
　１２１　画像処理部
　１２２　測位部
　１２３　位置算出部
　１２４　姿勢判定部
　１２５　撮像制御部
　１２６　検索部
　１２７　方向判定部
　１２８　画像合成部
　１２９　表示制御部
　２００　飛行機
　３００　撮影者
　４００　被写体
　５００　合成スルー画像
　５０１　ランドマーク名表示画像
　６００　現在位置表示画像
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　６０１　飛行機像
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